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本来出資によるべき子会社の資本部分

を、過大な借入れ（過少資本）という

形態に代えることにより、わが国での

税負担を軽減することができる。
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原則として（※）、 
外国親会社等の資

本持分の３倍に相

当する金額

超過分に対応

する支払利子の

損金算入否認 《過少資本税制による租税回避の防止》
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（※）業種・事業規模が類似する法人の負債・資本比率を用いることも可能。 




